
南
魚
沼
市
立
病
院
職
員
募
集

問
・
申
市
民
病
院

　
庶
務
課 
庶
務
係

　
☎
７
８
８ 
ー 

１
２
２
２

　
南
魚
沼
市
民
病
院
ま
た
は
、
ゆ

き
ぐ
に
大
和
病
院
に
勤
務
す
る
職

員
を
募
集
し
ま
す
。

職
種
・
採
用
予
定
人
員

　
公
認
心
理
師　
１
人

受
験
要
件

　
昭
和
39
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
、
公
認
心
理
師
の
資
格
を
有

す
る
人

試
験
日　
２
月
20
日
㈭

試
験
会
場　
南
魚
沼
市
民
病
院

試
験
科
目　
作
文
、
面
接

採
用
日　
４
月
１
日

受
験
申
込
書
配
置
場
所

　

市
民
病
院 

庶
務
課
（
市
民
病

院
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
）

申
受
験
申
込
書
に
、
申
込
日
前
６

　
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
写
真
３

　
枚
（
縦
４
㎝
×
横
３
㎝
、
１
枚

　
は
申
込
書
に
貼
付
）
と
履
歴
書
、

　
資
格
免
許
証
の
写
し
を
添
え
て

　
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
郵
送
の
場

　
合
は
、
簡
易
書
留
で
送
付
し
て

　
く
だ
さ
い
。

〆
２
月
10
日
㈪
（
必
着
）

小
千
谷
税
務
署
「
確
定
申

告
」
会
場
と
注
意
点

問
小
千
谷
税
務
署

　
☎
０
２
５
８ 

ー 

８
３ 

ー 

２
０
９
０

　
［
自
動
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
］

確
定
申
告
会
場

　
小
千
谷
税
務
署
〔
小
千
谷
市
東

栄
〕

※
駐
車
場
が
混
雑
し
ま
す
。
公
共

　
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

期
２
月
17
日
㈪
～
３
月
16
日
㈪

　

(

土
・
日
曜
日
、
振
替
休
日
を

　
除
く
）

時
受
付　
午
前
８
時
30
分
～
午
後

　
４
時

　
相
談
開
始　
午
前
９
時
～

　
申
告
書
提
出　
～
午
後
５
時

※
混
雑
状
況
に
よ
り
、
待
ち
時
間

　
が
長
く
な
る
場
合
や
受
付
を
早

　
め
に
終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま

　
す
。
受
付
を
済
ま
せ
て
い
て
も

　
午
後
５
時
を
過
ぎ
る
と
、
後
日

　
再
来
場
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り

　
ま
す

越
後
上
布
体
験
講
座

参
加
者
募
集

問
・
申
社
会
教
育
課 

文
化
振
興

　
係

　
☎
７
７
３ 

ー 

３
７
５
６

　
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
「
小

千
谷
縮ち
ぢ
み・

越
後
上
布
」
の
世
界
に

触
れ
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
詳
し
く
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（「
越
後
上
布
体
験
講
座
」で
検
索
）

を
ご
覧
に
な
る
か
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

日
２
月
29
日
㈯

　
午
前
10
時
～
午
後
３
時

会
塩
沢
織
物
会
館
〔
目
来
田
〕

定
50
人
（
先
着
順
）

費
３
，０
０
０
円
、
中
学
生
以
下

　
２
，０
０
０
円
（
昼
食
代
込
み
）

申
込
期
間

　
１
月
20
日
㈪
～
２
月
７
日
㈮

内
越
後
上
布
の
歴
史
な
ど
に
つ
い

　
て
の
講
座
、
製
作
技
術
の
見
学

　
・
体
験
、
雪
ざ
ら
し
体
験

※
雪
ざ
ら
し
体
験
は
、
天
候
に
よ

　
り
中
止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

提
出
先　
〒
９
４
９-

６
６
８
０

　
南
魚
沼
市
六
日
町
２
６
４
３-

　
１

　
南
魚
沼
市
民
病
院 

庶
務
課

※
勤
務
時
間
な
ど
詳
し
く
は
、
お

　
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

内
自
分
で
パ
ソ
コ
ン
を
操
作
し
、

　
申
告
書
を
作
成
し
ま
す
。

確
定
申
告
書
用
紙
に
代
え
て
「
確

定
申
告
の
お
知
ら
せ
」
を
送
付
し

ま
す

　
税
務
署
か
ら
送
付
す
る
申
告
書

用
紙
の
利
用
が
減
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
資
源
保
護
や
費
用
削
減
の
た

め
、
申
告
書
用
紙
に
代
え
て
「
確

定
申
告
の
お
知
ら
せ
」
を
送
付
し

ま
す
。
確
定
申
告
に
必
要
な
情
報

が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
申

告
会
場
に
来
場
す
る
際
に
、
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

対・
自
宅
な
ど
で
国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ

　
イ
ト
の
「
確
定
申
告
書
等
作
成

　
コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用
し
、
書
面

　
で
確
定
申
告
を
し
た
人

・
税
務
署
の
申
告
会
場
で
パ
ソ
コ

　
ン
を
利
用
し
、
ｅイ
ー
タ
ッ
ク
ス

-

Ｔ
ａ
ｘ
か

　
書
面
で
確
定
申
告
を
し
た
人

・
市
の
申
告
会
場
か
青
色
申
告
会
、

　
商
工
会
な
ど
の
指
導
会
場
で
ｅ

　

-

Ｔ
ａ
ｘ
か
書
面
で
確
定
申
告

　
を
し
た
人

医
療
費
控
除
の
明
細
書
は
提
出
が

義
務
化
さ
れ
ま
す

　
医
療
費
控
除
は
、
領
収
書
の
提

出
が
不
要
と
な
る
代
わ
り
に
「
医

療
費
控
除
の
明
細
書
」
の
作
成
・

添
付
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。

　
な
お
、
税
務
署
が
「
医
療
費
控

除
の
明
細
書
」
の
記
載
内
容
を
確

認
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

領
収
書
は
５
年
間
の
保
存
が
必
要

で
す
。

※
令
和
元
年
（
平
成
31
年
）
分
の

　
確
定
申
告
ま
で
は
、
従
来
ど
お

　
り
医
療
機
関
の
領
収
書
の
添
付

　
ま
た
は
提
示
で
の
申
告
が
で
き

　
ま
す
が
、
令
和
２
年
分
以
降
は
、

　
「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
の

　
作
成
・
添
付
が
必
要
で
す

消
費
税
の
確
定
申
告

　
消
費
税
の
確
定
申
告
書
の
作
成

に
は
、
令
和
元
年
10
月
１
日
以
降

の
取
引
に
つ
い
て
、
売
り
上
げ
や

仕
入
れ
な
ど
を
税
率
（
軽
減
税
率

８
％
・
標
準
税
率
10
％
）
ご
と
に

区
別
し
て
記
帳
す
る
な
ど
の
経
理

（
区
分
経
理
）
を
行
っ
た
帳
簿
が

必
要
で
す
。

　
ま
た
、令
和
元
年
（
平
成
31
年
）

分
か
ら
消
費
税
確
定
申
告
書
を
作

成
す
る
に
は
、
区
分
経
理
を
行
っ

た
帳
簿
に
基
づ
き
「
課
税
取
引
金

額
計
算
表
」
の
作
成
が
必
要
で
す
。

な
お
、
消
費
税
の
仕
入
税
額
控
除

の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、
区

分
経
理
に
対
応
し
た
帳
簿
や
受
け

取
っ
た
請
求
書
な
ど
の
書
類
を
保

存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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